
金沢大学学際科学実験センターアイソト－プ総合研究施設放射線障害予防細則 

 

この細則は，金沢大学学際科学実験センターアイソト－プ総合研究施設放射線障害予防規程に

基づき放射線障害の予防に関し，その実施を図るために必要な事項を定める。 

 

   第１章 利用手続 

１．利用者の資格 

金沢大学学際科学実験センターアイソト－プ総合研究施設（以下「施設」という。）を利用できる者は，

金沢大学学際科学実験センターアイソト－プ総合研究施設放射線障害予防規程（以下「予防規程」とい

う。）第１９条に定める取扱者とする。 

２．取扱者の登録及び施設の利用手続 

（１）取扱者の登録手続 

   ｲ) 新たに取扱者として登録手続きを行う者は，放射性同位元素等取扱者登録申請書（新規）に必要事

項を記入し，所属部局長の同意を得た上で，施設管理室（以下「管理室」という。）に提出すること。

なお，予防規程第３３条に規定する健康診断を受けなければならない。 

   ﾛ) 継続して登録手続きを行う取扱者は，放射性同位元素等取扱者登録申請書（継続）に必要事項を記

入し，所属部局長の同意を得た上で，管理室に提出すること。 

（２）施設の利用手続き 

施設利用申請書に必要事項を記入し，講座主任等の責任者は研究グループごとに予防規程第１４条に

定める取扱責任者を定めて管理室に提出すること。施設からの利用に関する必要な連絡は，取扱責任者

を通じて行うものとする。 

（３）施設利用申請の許可 

施設長は，適格と認めた申請者に対し，施設利用を許可する。 

（４）施設利用許可条件の厳守 

施設利用の許可を受けた取扱者は，利用に当たって，施設利用申請書の欄外に記載された許可条件を

厳守すること。 

３．教育及び訓練 

（１）施設利用者は，予防規程第３２条で定められた教育及び訓練を受けなければならない。なお，新規

取扱者で取扱等業務を初めて行う者は，ＲＩ取扱基礎技術講座（訓練実習）を受講しなければならな

い。 

（２）教育及び訓練を受講し，かつ健康診断を受診した者には，放射性同位元素等取扱者として登録され

る。 

４．教育利用（学生実験） 

（１）学生実験利用の申請手続 

施設を利用して放射性同位元素等に関する学生実験を行おうとする場合は，取扱責任者は１か月前ま

でに申請書，計画書及び受講学生（以下「学生取扱者」という。）名簿を管理室に提出すること。なお，

申請者は講座主任等の責任者とする。 

（２）利用の許可 

施設長は、適格と認めた申請者に対し，施設利用を許可する。 
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（３）学生実験の利用に関し遵守すべき事項 

   ｲ) 学生取扱者は，予防規程第３２条で定められた教育及び訓練を受けなければならない。 

   ﾛ) 学生取扱者は，予防規程第３３条で定められた健康診断を受けなければならない。 

   ﾊ) 学生実験期間中，担当教員は学生取扱者に対し，予防規程及びこの細則等の規定を遵守させなけれ

ばならない。 

   ﾆ) 担当教員は，学生実験終了後，汚染検査，廃棄物等の処理を安全管理担当者の指示によって行うと

ともに，これらの記録を管理室に提出すること。 

 

   第２章 放射性同位元素の入手と持ち出し 

１．購入，持込み（譲受） 

施設で使用する放射性同位元素は，次の要領により管理室を通して購入手続き及び受入手続きを行う。

なお，放射性同位元素等使用承認証に記載のない核種及び数量以上のものは入手できない。（「施設利用

の手引き」参照） 

（１）購 入 

   ｲ) 放射性同位元素を購入する場合は，金沢大学予算執行支援システム(電子伝票)で必要事項を入力し

請求すること。なお，基本的な入荷曜日である火曜日のものについての請求は，前週の火曜日までに

入力の上，請求すること。 

   ﾛ) 入手に要する日数は，核種，化学形等によって異なる。急ぐ場合は安全管理担当者に相談すること。 

   ﾊ) 放射性同位元素の入荷があったときは，安全管理担当者から申込者に通知する。 

（２）譲受 

放射性同位元素を他の事業所から譲り受ける場合には，事前に放射線取扱主任者（以下「主任者」と

いう。）の承認を受け，他の事業所からの譲渡書等を管理室へ提出すること。無断で放射性同位元素を施

設に持込むことは法律に触れ，それに係る責任は，施設利用申請書を提出した際の申請者が負うことに

なる。 

２．譲渡 

放射性同位元素を他の事業所へ譲渡する場合には，他の事業所からの譲渡依頼書等を管理室へ提出し，

主任者の承認を得ること。無断で放射性同位元素を施設外へ持ち出すことは法律に触れ，それに係る責

任は，施設利用申請書を提出した際の申請者が負うことになる。 

 

   第３章 管理区域への立入り，退出 

１．管理区域への立ち入り 

（１）管理区域の出入りは所定の入退出管理システムに従うこと。なお，施設利用登録者以外の一時立入

者（以下「一時立入者」という。）は，放射線施設立入記録に所要事項を記入すること。 

（２）ＲＩを使用，保管，廃棄するときは，管理室にてアイソトープ使用保管廃棄記録を受け取ること。 

（３）ルクセルバッジあるいは蛍光ガラス線量計を常に携帯すること。必要に応じ，ポケット線量計また 

  はＴＬＤの貸与を受け，所定の記録簿に必要事項を記入すること。なお，これらの個人被ばく線量計 

  は，正しく装着すること。 

（４）管理区域への出入りは，非常時以外は，汚染検査コーナーより行う。 

（５）更衣室，汚染検査コーナーにて，スリッパ，作業衣をコールド用からホット用に替える。 
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（６）不必要な物は，管理区域内に持ち込まない。 

２．管理区域からの退出 

（１）実験室の電気，ガス及び水の始末を点検すること。 

（２）手を洗った上で，ハンドフットクロスモニター又はサーベイメーター等の放射線測定器で，手，足，

作業衣等の表面汚染がないことを確認してから更衣を行うこと。作業衣等を着用したままで管理区域

から出ることを禁ずる。なお，ハンドフットクロスモニターでは廊下用スリッパをはいたまま測定を

行うこと。 

（３）万一表面汚染を発見した場合には，直ちに除去するとともに安全管理担当者に通報すること。 

（４）管理区域内で使用した機器等は，表面汚染の検査及び除染を行い，その表面汚染が表面密度限度の

１０分の１以下であることを確認してから持出すこと。 

（５）ポケット線量計を装着した場合は，読み取り値を記録すること。万一異常が認められた場合は，安

全管理担当者に通報してその指示に従うこと。 

（６）その日の作業を終了して退出する場合は，アイソトープ使用保管廃棄記録に所要事項を記入し管理   

室に提出すること。また，一時立入者は，放射線施設立入記録簿に退出時刻を記入すること。 

 

   第４章 放射性同位元素の使用 

１．放射性同位元素使用の基本的事項 

（１）放射性同位元素の取扱いは，指定された実験室等で行うこと。 

（２）基本的実験手技に習熟し，かつ放射性同位元素に関する一般知識を習得していること。 

（３）事前に周到な計画をたて，使用目的に応じて放射線障害発生のおそれの最も少ない方法を採用する

こと。 

（４）作業は原則として２名以上で行うこと。経験の少ない者は単独で作業を行ってはならない。 

（５）人体に受ける線量を可能な限り低いレベルに保つよう，第２項及び第３項の定めを遵守すること。 

２．放射性同位元素の使用 

（１）外部被ばくに対する対策 

   ｲ) しゃへい：必要に応じ適当なしゃへい体（鉛ブロック，アクリルしゃへい板等）を線源のできるだ

け近くに置き，不必要な放射線ができるだけ作業空間に出ないようしゃへいすること。また，必要に

応じ眼鏡をかけるようにすること。 

   ﾛ) 距離の確保：必要に応じ距離をとるための器具（ピンセット，トング等）を用い，放射線源よりで

きるだけ遠くで作業をすること。 

   ﾊ) 被ばく時間の短縮：被ばく時間ができるだけ短くなるように作業計画（作業方法，作業手順等）を

立て，さらに実際に放射線下の作業を実施する前に，実際と同様な操作を非放射性物質を使用して練

習（ cold run ）しておくこと。 

（２）内部被ばく（外部被ばくも一部含む）に対する対策 

   ｲ) 管理区域内を常に整理整頓し，ほこりが立たないよう清潔に保つこと。 

   ﾛ) 実験内容から想定して有効と思われるサーベイメーター等を近くに置き，実験を始める前，又は実

験中は，随時実験台等の実験環境のチェック及び手足，作業衣等の表面汚染のチェックを行い，汚染

がないことを確かめること。 

   ﾊ) 作業場所を汚染した場合は，汚染箇所を明示し，汚染の拡大を防いだ後，安全管理担当者に通報し
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てその指示を受けること。 

   ﾆ) 身体の表面が汚染した場合は，洗浄剤等を用いて除去すること。除去が困難な場合は，安全管理担

当者に通報してその指示を受けること。 

   ﾎ) 作業器具，器材を汚染した場合は，洗浄，払拭，保管又は廃棄等の処置を施して除去すること。除

去することが困難な場合は，安全管理担当者に通報してその指示を受けること。 

   ﾍ) フード内等には，操作中に生じる放射性廃棄物（不燃物，難燃物，可燃物）用のポリエチレン袋を

用意すること。 

   ﾄ) 揮発性，飛散性，又は気体状の放射性同位元素を使用するとき及び粉末の小分けなどを行うときに

は，フード内で取り扱うものとし，作業室内の空気汚染をできるだけ少なくすること。また，必要に

応じマスク及び眼鏡をかけて取り扱うようにすること。 

  ﾁ) 手や腕に外傷があるときは，その部分を露出させて放射性同位元素を取扱ってはならない。 

   ﾘ）放射性同位元素を含む試料を持ち運ぶ場合は，試料の取り落し，一次容器の破損等が生じた場合で

も，周囲を汚染させないよう適当な容器に入れること。 

   ﾇ) 放射性同位元素を使用した実験器具類は，放置しないで直ちに除染洗浄すること。なお，その実験

器具類はその旨を明示し，未使用のものと区別して保管すること。 

   ﾙ) 作業が終了した時は，サーベイメーター等で作業場所の汚染の有無を検査し，汚染のないことを確

認した後，作業室から退出すること。 

３．動物実験 

  動物実験に関しては別に定める「ＲＩ動物実験要項」に従うこと。なお，施設で放射性同位元素を投与

する動物実験を行おうとする者は，「ＲＩ動物実験講習会」を受講しなければならない。 

 

   第５章 放射性同位元素の保管 

１．放射性同位元素の保管は，密閉した容器に入れ，亀裂，破損等が生じた場合でも漏出・汚染の拡大が

生じないような措置を講じ，放射性同位元素の種類，数量，所属，氏名，保管年月日等を明記した標識

を付けた上で，貯蔵室の鉛保管庫又は冷蔵・冷凍庫に保管すること。 

２．貯蔵室から放射性同位元素を取り出すときは，汚染及び被ばくの危険に注意し，安全管理者の立会い

を受けなければならない。 

３．実験室内で使用した放射性同位元素は，使用後みだりに放置することなく，貯蔵室に保管するか廃棄

処理を行うこと。 

 

   第６章 放射性同位元素の運搬 

１．施設内における放射性同位元素の運搬 

施設内における放射性同位元素の運搬は，周囲を汚染させないよう適当な容器に入れるとともに，ダ

ムウエイターを使用し，エレベーターや階段を使用しないこと。 

２．事業所内における放射性同位元素の運搬 

事業所内における放射性同位元素の運搬は，所定の譲受・譲渡の手続きをすませた後に前項に規定し

た措置に加えて次の各号に定める要領で行うこと。 

（１）放射性同位元素は容器に入れ，必要に応じて梱包して運搬すること。また，亀裂，破損等事故の生

ずるおそれのあるものは，ろ紙，緩衝材等で包み，破損及び汚染の発生・拡大を防止できる措置を講ず
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ること。 

（２）放射性同位元素の物理的状態及び化学的状態により容器を選定する。容器内に安全に収納しておく

ため，放射性物質が浸透したり化学反応したりせず，運搬中の衝撃などで破損しない耐久性のある容

器を選ぶこと。特に気体状，揮発性，粉末状の場合には，気密性の容器に入れ容器外への放射性同位

元素の散逸を防ぐこと。 

（３）必要に応じ鉛容器等を用いて，漏洩線量を極力少なくすること。この場合において，容器又は梱包

の表面の１センチメートル線量当量率が毎時２ミリシーベルト，表面から１ｍの距離で毎時１００マ

イクロシーベルトを超えないようにすること。 

（４）容器及び梱包の表面は，放射性同位元素によって汚染されていないこと。 

（５）容器又は梱包の表面に核種，数量，物理的状態，化学的状態，表面の１センチメートル線量当量率，

取扱責任者名を明記した標識を付けること。 

（６）運搬従事者は，個人被ばく線量計を着用すること。取扱者以外は原則として運搬に従事させないこ

と。また，適切なサーベイメーターを携帯すること。 

（７）容器は，管理区域外に放置しないこと。 

３．事業所外における運搬 

放射性運搬物を事業所外に運搬するときは，予防規程第２８条第３項及び前２項に規定する措置に加

えて次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

（１）取扱者が直接運搬できるものとして，危険度が極めて少ない放射性物質等の輸送に該当するＬ型輸

送物及び法律で定める量を超えない量の放射性物質等（Ｌ型輸送物を除く）のＡ型輸送物があるが，

Ａ型はＡ型輸送物に係る条件が満たされた容器でなければならない。 

（２）上記の輸送に当たっては，電車，バス等の公共輸送機関内に，持ち込んではならない。 

（３）事業所外における運搬の実際に関しては，主任者の指示に従うこと。 

 

   第７章 放射性同位元素の廃棄 

１．放射性廃棄物は，実験の都度，一時的に実験室等に用意された所定の廃棄用容器に正しく収納し，定

期的又は随時に廃棄物保管室へ運搬し，保管廃棄を行うこと。この場合において，安全管理担当者の指

示に従うこと。 

２．放射性廃棄物を廃棄用容器に収納するときは，必ずその都度，所定の廃棄物記録票に必要事項を記入

すること。 

３．廃棄物は，α放射体廃棄物及び非α放射体廃棄物に区別すること。 

４．固体廃棄物 

（１）固体廃棄物は，日本アイソトープ協会の分類に従い，可燃物，難燃物，不燃物及び非圧縮性不燃物

に分類する。 

（２）液体の入ったビーカー，測定用試料ビン等を廃棄するときは，廃液を液体用廃棄容器に捨て，ビー

カー等は乾燥させた後廃棄すること。 

（３）破砕，圧縮等の前処理はしないこと。 

（４）注射器の針等鋭利でケガのもとになるものは，別に危険のないようにまとめて所定の容器に収納す

ること。 

５．液体廃棄物 
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（１）液体廃棄物は，直接流しに捨ててはならない。 

（２）放射性同位元素を取り扱った器具類は，少量の洗浄水溶液等で一次洗浄を行うものとし，一次洗浄

液は，保管廃棄すること。 

（３）液体廃棄物は無機液体（ｐＨ２以上）及び有機液体（有機溶媒が混入している水溶液を含む）に区

分し，所定の容器に収納して保管すること。 

（４）有機溶媒を廃棄物として取り扱う場合は，液体シンチレータ廃液とそれ以外の有機廃液を区分し，

所定の容器に収納すること。 

６．非圧縮性不燃物 

泥状，かゆ状のもの，液体を分離することが困難なイオン交換樹脂等のスラリー状のものは，乾燥し，

非圧縮性不燃物として所定の容器に収納して保管すること。 

７．動物廃棄物（動物の屍体，その部位，排出物） 

（１）動物性廃棄物は，所定の容器に入れ，所定のフリーザーに保管すること。   

（２）寒天，ゼラチン状のものは，動物性廃棄物と同様に処置すること。なお，寒天，ゼラチンを流しに流

すと接続配管等が閉そくするので，流しには絶対捨てないこと。これは非放射性の寒天，ゼラチンも同様

である。 

８．前項までに定める各容器の表面の１センチメートル線量当量率は，毎時５マイクロシーベルトを超え

ないようにしなければならない。これを超える場合は，安全管理担当者の指示に従うこと。 

９．廃棄業者による集荷の対象とならない放射性廃棄物は，次の各号のとおりである。 

（１）気体状の放射性廃棄物 

（２）病原菌及び病原体を含むおそれのある放射性廃棄物 

（３）毒劇物を含む放射性廃棄物 

（４）放射性液体シンチレーター廃液以外の放射性有機廃液 

（５）前４号以外の爆発物，自然発火するおそれのある放射性廃棄物 

これらの放射性廃棄物は，当施設で保管しなければならないので，できるだけ廃棄物を少なくする

ような実験方法で使用すること。 

９．非放射性廃棄物は，次の各号に定める要領で処理すること。 

（１）固体は，汚染の有無を確認の上，所定の場所にある一般ゴミ箱に廃棄すること。 

（２）非放射性の有機溶媒廃液，重金属イオン等を含む液は，絶対に流しへ流さず「金沢大学における薬

品類の廃棄物の処理に関する規程」（「薬品類の廃棄物の処理に関する手引書」参照）に従い，各利用

者が適当な容器を用意し，当該容器に溜めておき，放射性同位元素の汚染のないことを確かめた後，

実験終了時には各自の研究室へ持ち帰ること。 

 

   第８章 施設の環境管理 

１．施設では，放射線障害のおそれのある場所における放射線の量，汚染の状況，空気中濃度，排気中濃

度，排水中濃度等を随時あるいは定期的に測定して，放射線障害の防止に極力努めているが，利用者も

安全取扱に関する一義的責任が利用者自身にあることを十分認識し，汚染防止や空間線量の減少に努力

すること。特に実験室の汚染や空間線量が著しい場合には，利用の中止又は一時停止を求めることがあ

る。また汚染防止上，実験室の清掃，整頓に常に留意すること。 

２．排水及び排気 
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（１）施設内では，強酸，強アルカリ（ｐＨ６以下，または８．５以上）及び有機溶媒を直接流しへ流さ

ないこと。また，クロム硫酸の使用を禁止する。 

（２）放射性ガス又はダストの出るおそれのある実験は，すべてフード内で行うこと。 

 

   第９章 放射線被ばく及び健康管理 

１．放射線業務従事時間の記録 

 作業従事時間の記録は，入退出管理システムで行うので，所定の方式に従って入退館すること。な

お，一時立入者は放射線施設立入記録を必ず記載すること。 

２．個人被ばく線量計の装着 

（１）第３章に記載された要領に従って，個人被ばく線量計を装着すること。なお，ポケット線量計使用

者は，結果を記録すること。 

（２）個人被ばく線量計は，被ばく状態を測定するため所定の期間ごとに交換し，期間が過ぎたら直ちに

次回の分と取り換え，管理室へ返送すること。 

３．健康診断の受診 

施設長から，健康診断が必要と指示された者は，必ず受診すること。 

   

   第１０章 設備機器の使用 

１．基本事項 

（１）使用経験のない設備機器については，安全管理担当者に使用法の説明を聞くこと。 

（２）設備機器を使用する場合は，使用記録簿のあるものについては，所要事項を記入すること。 

（３）機器に不調の箇所がある場合は，直ちに安全管理担当者に連絡すること。不調のままで使用するこ

とは厳禁する。 

（４）使用者の不注意によって機器を損傷したり，不調にしたりした場合は，修理費等は利用者の負担と

する。 

（５）機器の使用に伴う消耗品は，原則として利用者の負担とする。 

２．機器の搬入，搬出 

（１）機器を搬入，搬出する場合は，あらかじめ安全管理担当者へ連絡し承認を受けること。 

（２）搬入した機器のうち長期間据えつけておく備品等には，ラベル等をつけて使用者名，所属等を明記

しておくこと。 

（３）機器を搬出する場合は，放射性同位元素の汚染が無いことを確認の上行うこと。 

 

   第１１章 消耗品 

１．手袋，マスク，作業衣等放射線防護用消耗品は施設で補充するが，ガラス器具，薬品等は各利用者の

負担とする。 

２．薬品を持込む際において，危険薬品については，種類，数量等を把握する必要があるので，所定の危

険薬品持込書に必要事項を記入の上，施設管理室に提出すること。 

 

   第１２章 危険時の措置 

１．危険時の通報 
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取扱者は，予防規程第３６条第１項及び第３８条第１項に掲げる災害が発生したとき，又はその発生の

おそれがある事態を発見したとき（以下「危険事態」という。）は，直ちに付近にいる者にその旨を知ら

せ，各階の廊下に掲示してある緊急時連絡（手順）に従って、次の各号の事項について的確迅速に通報し

なければならない。 

（１）危険事態が発生した時刻 

（２）その場所 

（３）災害の種類（放射線事故，火災，人身事故等） 

（４）その内容（発生状況，拡大性の有無，死傷者の有無） 

（５）通報者の所属，氏名 

２．危険時の措置 

取扱者は，火災が発生したとき又は火災防止のため，次に掲げる措置を行わなければならない。火災

以外の危険事態が発生したときは，主任者の指示に従って必要な措置を行い，放射線障害の防止に努め

なければならない。 

（１）火災を発見したとき 

   ｲ) 直ちに安全管理担当者及び付近の利用者に通報すること。ただし，時間外は廊下に掲示されている

緊急時連絡網に従って主任者等に通報すること。 

  ﾛ) 各階廊下の火災報知器を押すこと。 

   ﾊ) 次に定める要領で初期消火を行うこと。 

   a. 消火に先だち防じんマスク又はガーゼマスク等で口及び鼻を覆う。 

    b. 消火器を使用するときは，手元の方から前方に火炎を吹き消すように噴射させる。 

    c. 火源の周囲の危険物（使用中の放射性可燃物，引火物，爆発性薬品等）は，できるだけ火元から

遠ざける。 

    d. 火災が発生した部屋のフードの排気口のダンパ及びドアを閉じる。 

    e. 部屋のガス及び電源スイッチを切る。 

   ﾆ) 放射性同位元素による汚染に関しては，拡大の防止に努めること。 

  ﾎ) 身体に危険を感じた場合は，直ちに火災発生室より退避すること。 

（２）火災報知ベルが鳴ったとき 

  ｲ) 直ちに実験を中止し，安全管理担当者の指示を待つこと。 

   ﾛ) ガス及び電源を使用している場合は，直ちに止めること。 

  ﾊ) 避難の必要な場合は，放射性同位元素を「流し」に置くこと。 
ﾆ) 低温室，暗室内では非常ベル，館内放送等が聞こえにくいので各階使用者で注意すること。 

ﾎ) 避難経路は各階の非管理区域のエレベーターの前に掲示してあるので日常的に避難経路を心得て 

 おくこと。 

  ﾍ) その他,安全管理担当者の指示に従うこと。 

（３）避難後の処置 

   ｲ) 放射性同位元素の使用状況について，安全管理担当者に報告すること。 

   ﾛ) その他安全管理担当者の指示に従うこと。 

（４）日常の心得 

   ｲ) 直接火を使用又は火災発生の危険性のある実験では，火災が発生しないように注意して実験するこ
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と。 

   ﾛ) 発熱の可能性のある機械の長期使用は行わないこと。 

   ﾊ) たこ足配線は行わないこと。 

   ﾆ) 退出の際は必ずガスの元栓を閉じ，電気のスイッチを切り，電熱機器のコードは，コンセントから

はずしておくこと。 

   ﾎ) 地震発生時の火災を防止するため，引火性試薬の転倒及び落下を防止するための措置を行うこと。 

 

     第１３章 利用上の問題の処置 

１．利用者が放射線安全上の問題、あるいは施設利用上，不便を感ずること等，問題が生じた場合は，放

射線安全管理担当者を通じて施設長に申し出るものとする。施設長は，必要に応じて安全委員会あるい

は学際科学実験センター教員会議の議を経て，審議の上，改善を図るものとする。 

 

     附 則  

 この細則は，平成１８年 ４月 １日から施行する。 
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